
Title 正儀公本來の面目

Author(s) 今西, 茂喜

Citation 懐徳. 1930, 8, p. 60-69

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/88813

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



元
儒
、
劉
因
の
讀
史
法
を
詠
す
る
の
詩
に
、
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記
録
紛
々
己
失
興
3

語
言
軽
重
在
詞
臣
°
若
於
事
々
求
心
跡
J

恐
有
無
邊
受
屈
人
3

須
ら
く
虚
心
坦
悛
、

そ
の
行
為
の
始
終
を
観
、

そ
の
心
情
の
消
汚
を
察
し
以
て
其
異
を
失
は
ざ
る
こ
y
J

を
期
ゼ
ざ
る
べ
か
ら
す

正

儀

公

本

来

の

面

目

今

マJ
楠
木
正
儀
公
U
J
>心
事
の
如
き
、
吾
人
は

西
六
0

茂

喜

戊
子
以
下
在

l

志
摩
國
一
答
志
嶋
上
賜
ー
ー
無
位
常
康
親
王
↓

し
か
し
て
、
雲
林
院
は
仁
明
天
皇
か
ら
、
常
康
親
王
に
賜
ふ
た
こ
＜
J

は
、
一
歪
一
代
宵
鎌
の
記
事
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
が
、
賜

っ
た
年
月
が
明
示
し
て
な
く
、
且
親
王
が
御
出
家
せ
ら
れ
た
の
は
、
嘉
詳
一
一
一
年
一

1

一
月
廿
一

H
で
即
ち
仁
明
天
臭
崩
御
の
翌
年
に

悲
歎
追
慕
の
あ
ま
b
佛
逍
に
蹄
依
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
マ
J

は
文
徳
賓
録
仁
壽
元
年
三
月
の
條
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る

f
>

丙
寅
無
品
常
康
親
王
落
レ
髪
為
ゐ
僧
親
王
者
先
皇
第
七
子
也
骨
紀
氏
少
而
浣
敏
風
情
可
レ
察
先
皇
諸
子
之
中
特
所
二
鈍
愛
ー
親

王
追
慕
先
皇
一
悲
歎
無
レ
巳
途
蹄
二
佛
理
ふ
か
冥
救

5
咆

然
る
に
三
代
賓
録
に
は
雲
林
院
は
常
康
親
王
の
嚢
居
で
あ
る
と
書
き
な
が
ら
、
深
草
天
皇
即
ち
仁
明
天
皇
崩
御
の
後
之
を
賜

ふ
ご
記
さ
れ
て
ゐ
る
°
或
は
親
王
が
離
宮
に
寓
居
し
給
ふ
た
が
、
親
王
の
御
所
有
で
は
な
か
っ
た
の
を
、
天
皇
崩
御
の
後
全
く

之
を
親
王
が
譲
受
け
給
ふ
た
も
の
で
あ
る
マ
J

解
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
さ
す
れ
ば
『
蒋
居
批
』
の
句
に
も
、
ま
た
孟
深
草
天
皇

賜
レ
此
居
之
」
の
句
に
も
抵
鯛
し
な
い
で
あ
ら
う
0

し
か
し
て
離
宮
か
ら
精
合
に
な
っ
た
の
は
、
仁
明
天
皇
の
崩
御
、
常
康
親
王

出
家
の
際
に
瓶
る
の
で
、
も
と
よ
り
常
康
親
王
の
御
意
志
に
基
（
の
で
あ
る
。
（
未
完
）



大

重
野
安
繹
先
生
は
、
義
久
の
投
降
を
激
賞
し
て
後
北
條
氏
の
小
田
原
固
守
を
愚
な
b
こ
し
之
を
笑
殺
せ
ら
れ
た
る
論
文
は
、
近

代
の
活
文
字
マ
J

し
て
定
評
あ
h'
、
且
夫
、
古
珈
孟
既
に
曲
レ
尺
直
レ
尋
の
椛
逍
た
る
を
論
逍
せ

b
、

小
陶
雑
録
日
、

正
平
十
九
年
頼
之
遣
使
正
依
以
講
和
議
者
再
ー
―
―
不
賂
心
傘
頼
之
硲
レ
人
忠
良
知
ー
ー
大
義
ー
、
明
正
間
之
分
＿
、
南
朝
雖
微
肺
器
所
在

正
統
天
子
、
故
屈
意
送
レ
歎
、
正
平
廿
四
年
南
帝
後
村
上
崩
、
頼
之
又
就
一
面
蘊
竺
誓
約
三
條
、
一
日
、
譲
紳
器
於
北
朝
、
雨
統

交
立
、
二
日
、
南
朝
公
武
官
職
如
五
瓜
、
三
日
、
武
辮
所
領
國
邑
不
J

加
二
削
譲
＿
翼
止
干
文
致
太
平
、
其
意
荼
誠
貨
、
正
儀
祝

南
國
日
整
、
欲
＝
ー
間
賛

1

一
成
其
事
一
興
頼
之
窃
相
會
東
寺
而
議
之
、
南
朝
公
卿
猜
忌

H
以
反
逆
、
北
朝
又
宣
言
正
俵
末
降
、
於
是

南
帝
詔
和
田
等
伐
二
正
儀
ー
、
故
姑
避
害
北
降
、
無
何
頼
之
亦
以
レ
憂
墨
正
俵
＿
被
隧
去
職
、
正
俵
反
然
蹄
順
、
至
此
寃
責
氷
解
、

0

0

0

0

 
0
 0
 0
 0
 

南
帝
勘
賞
陸
参
議
、
其
跡
似
君
臣
獣
却
姦
叫
降
者
、
云
々

0

0

3

0

 

0

0

0

0

0

 

此
説
益
し
正
儀
公
及
頼
之
の
心
事
を
洞
観
し
て
無
逍
懺
ご
評
す
べ
し
、
北
朝
文
書
の
僻
介
の
（
管
領
封
面
）
（
御
所
御
封
面
）
の

文
法
全
然
抗
蒻
的
に
し
て
、
投
降
者
に
到
す
る
筆
法
に
似
す
、
又
南
朝
の
、
正
俵
公
に
封
す
る
態
度
の
徴
温
的
な
る
は
（
正
平

廿
四
年
十
二
月
和
田
正
武
攻
正
儀
、
正
俵
請
和
、
正
武
解
園
去
9
)

此
邊
の
消
息
を
物
語
る
も
の
、
而
し
て
南
木
志
及
後
太
平
記

の
記
す
る
所
に
憐
る
も
、
公
の
而
目
は
依
然
た

b
、
日
く
、

永
穂
二
年
正
月
正
儀
重
病
に
罹
b
死
を
待
っ
計
り
な
り
し
時
、
其
子
正
勝
正
元
を
呼
寄
せ
、
（
我
守
父
遺
訓
雖
蓋
忠
戦
、
時
未

到
無
其
功
、
今
到
死
、
汝
等
相
梢
封
吉
野
殿
須
捨
一
命
於
忠
義
之
為
、
必
不
可
覆
其
心
、
）
こ

果
せ
る
哉
元
中
九
年
五
月
正
元
は
義
禍
を
剌
さ
ん
マ
J

し
て
捕
へ
ら
れ
、
同
志
十
七
人
ご
共
に
六
條
碩
に
斬
ら
る
、
義
滴
親
し
く

正
元
に
告
げ
て
日
、

若
能
改
志
事
吾
、
則
永
保
富
貴
、
正
元
粒
然
流
悌
曰
、
生
不
能
救
王
室
之
頬
展
死
有
餘
罪
、
終
不
屈
而
被
斬
、



正
勝
轄
輌
不
一
成
功

l‘
而
か
も
後
南
朝
の
計
蓋
に
参
典
し
、
最
後
ま
で
悪
戦
苦
闘
不
息
、
終
に
十
津
川
に
逝
く
、
其
墓
石
は
現

に
武
蔵
山
上
に
俄
然
た
り
、

駿
盗
雑
話
に
（
足
利
氏
の
臣
下
に
は
唯
細
川
頼
之
を
こ
そ
良
荊
'
y
J

や
申
す
べ
き
、
頼
之
先
主
の
命
を
受
け
幼
主
を
輔
け
、
上

を
奉
じ
下
を
御
す
る
を
見
る
に
老
成
の
オ
こ
謂
ふ
べ
し
、
云
々
）

南
北
合
同
の
動
機
に
就
て
は
、
其
原
動
力
は
主
ご
し
て
之
セ
公
マ
J

頼
之
の
雨
雄
に
蹄
せ
ざ
る
可
ら
す
、
而
し
て
此
雨
雄
の
心

事
を
理
解
す
る
こ
共
に
双
方
の
位
懺
を
考
慮
せ
ざ
る
可
ら
す
、
雨
雄
各
雨
朝
の
櫃
要
人
物
に
し
て
而
か
も
其
心
事
の
合
致
に
よ

り
、
両
且
、
雨
雄
の
父
兄
族
人
皆
載
場
に

P
セ
暴
し
同
氣
相
求
む
る
の
極
、
不
言
の
間
に
雨
々
相
信
じ
相
親
む
の
利
盆
あ
り
て

容
易
に
双
方
話
柄
の
一
致
貼
セ
見
出
す
の
効
あ
り
、
公
に
在
て
は
南
朝
柱
石
の
臣
、
牌
又
祉
稜
忠
烈
の
臣
'
y
J

し
て
天
↑
の
齊
し

＜
之
を
許
す
マ
J

同
時
に
、
細
川
氏
亦
足
利
譜
代
の
臣
マ
J

し
て
北
朝
唯
一
の
忠
臣
た
，
り
、
雨
巨
牌
相
會
し
て
時
局
を
救
は
ん
マ
J

し

て
成
ら
す
、
雨
朝
識
仮
の
輩
之
を
妨
ぐ
る
あ
り
て
然
る
耳
、
雖
然
、
合
同
之
一
義
父
子
相
博
之
逍
千
古
無
窮
た
り
、
頼
之
の
忠

肝
亦
公
の
好
到
照
た
り
、
今
頼
之
の
系
譜
を
提
ぐ
る
に
方
て
先
づ
群
番
類
従
細
川
家
系
闘
に
よ
り
て
父
頼
春
の
行
事
を
見
る
に

曰
く
、頼

春
は
三
河
に
生
る
、
元
弘
役
尊
氏
に
従
っ
て
京
師
に
至
る
軍
功
尤
も
多
し
、
尊
氏
恩
遇
特
に
篤
し
、
阿
波
守
に
封
せ
ら
る

建
武
の
初
朝
廷
大
射
績
を
馬
場
殿
に
設
け
ら
る
A

や
、
頼
春
其
班
に
あ

b
、
五
度
雨
矢
を
登
し
十
矢
皆
中
つ
、
公
再
び
雨
矢

を
登
し
乗
矢
皆
中
つ
、
喜
び
天
顔
に
動
く
、
衣
一
領
を
賜
ひ
昇
殿
を
許
さ
る
、
頼
春
和
歌
一
首
を
献
す
日
、
（
阿
津
佐
弓
家
耳

博
天
青
柳
乃
伊
止
毛
加
志
古
幾
那
良
井
仁
曾
比
久
）
＜
こ
帝
嘉
賞
す
、
肝
應
元
年
（
延
元
三
年
）
源
顕
家
"
y
J

の
封
陣
｀
貞
和
五
年
（
正

平
四
年
）
高
師
直
、
師
泰
叛
す
る
や
頼
春
師
軍
兵
守
ー
一
護
御
所
l

、
皆
功
踏
あ
b
、
観
應
一

1

一
年
（
正
平
七
年
）
閏
二
月
二
十
H
南

方
楠
氏
、
和
田
氏
、
大
軍
セ
登
し
て
末
襲
す
、
事
不
意
に
出
づ
、
都
下
騒
擾
、
此
時
籟
春
の
職
侍
所
に
在
b‘

身
に
介
せ
す

六
1



六一
1
1

馬
に
鞍
せ
す
、
白
袷
衣
を
着
け
敵
を
防
ぐ
、
左
右
之
士
馬
前
に
載
死
す
ろ
も
の
四
人
、
置
騎
敵
に
嘗
る
衆
寡
不
敵
途
に
四
條

大
宮
の
畔
に
戦
死
す
、
時
年
四
十
九
、
時
人
呼
ん
で
日
く
（
人
臣
節
に
死
す
る
の
大
義
を
明
か
に
し
、
其
義
セ
子
孫
に
遺
す

も
の
は
如
此
乎
｀
）
こ
家
臣
の
阿
波
に
在
る
も
の
町
田
、
筒
井
、
湯
浅
、
川
端
等
頼
春
の
死
を
聞
き
之
に
殉
す
、
云
々

以
て
其
の
操
守
あ
b
文
漢
あ
る
を
見
る
べ
し
、
然
ら
ば
頼
之
の
事
歴
や
如
何
、

同
害
に
日
く
、

0

0

 0
 0
 

細
川
頼
之
、
頼
春
之
嫡
子
也
、
嘉
暦
元
年
丙
寅
生
子
三
河
國
、
平
皇
名
禰
九
郎
、
幼
而
頴
敏
異
跡
甚
多
央
、
文
和
四
年
乙
ヒ
ニ

月
、
山
名
時
氏
叛
、
起
兵
侵
京
師
、
頼
之
李
四
國
兵
従
義
詮
公
、
向
小
綺
紳
綺
討
之
復
京
都
、
時
氏
敗
走
、
貞
治
元
年
壬
寅

典
氏
族
消
氏
載
讃
州
、
消
氏
死
四
國
平
均
、
而
総
四
國
之
総
監
、
叙
従
四
位
卜
任
右
馬
頭
武
蔵
守
、
同
六
年
丁
未
十
一
月
大

樹
公
疾
篤
、
遣
使
讃
州
召
頼
之
、
義
詮
公
謂
幼
君
日
、
我
今
典
爾
一
父
、
葵
迩
其
数
、
又
謂
頼
之
日
、
今
典
爾
一
子
保
護
奨

罹
、
頼
之
敬
承
命
、
十
二
月
七
8
義
詮
公
両
露
、
時
義
滴
公
僅
十
歳
也
、
頼
之
従
逍
命
尊
政
事
、
任
管
領
職
、
新
作
制
條
禁
奢

修
、
事
倹
約
、
畢
正
人
退
仮
者
、
選
召
才
徳
者
、
常
侍
大
樹
左
右
従
容
導
之
、
或
諸
士
瑶
論
、

Fu姓
訟
獄
明
辮
是
非
、
無
寃

柾
者
、
世
以
為
良
佐
、
（
中
界
）
應
安
元
年
戌
申
四
月
義
涌
公
元
服
、
頼
之
為
加
冠
、
六
月
硲
御
名
代
詣
子
石
消
水
、
奉
納
銀

靱
金
紳
馬
、
一
二
年
庚
戌
螢
大
軍
攻
河
州
抜
敷
城
、
正
俄
不
能
出
戦
、
於
是
蹄
京
、
留
山
名
氏
消
等
、
後
正
俵
詣
降
、
四
月
上
洛

先
謁
頼
之
、
四
年
辛
亥
頼
之
僻
職
、
退
体
丹
波
、
十
二
月
義
滴
公
召
頼
之
、
再
典
聞
政
事
、
七
年
甲
寅
三
月
義
涌
公
向
筑
紫

頼
之
従
之
、
庚
暦
元
年
己
巳
閏
四
月
僻
職
蹄
南
海
、
出
京
之
時
祝
髪
琥
常
久
、
作
詩
曰
、
人
冊
五
十
愧
無
功
、
花
木
春
過
夏

已
中
、
滴
室
蒼
蝙
彿
難
去
、
去
尋
祠
楊
臥
消
風
、
秋
建
賓
冠
寺
子
阿
波
、
以
絶
海
鈴
住
持
、
明
徳
元
年
庚
午
西
海
甑
、
常
久

登
兵
討
之
、
二
年
辛
末
朋
軍
召
常
久
、
於
是
到
京
、
荊
軍
使
大
舘
氏
信
謂
之
曰
、
以
政
務
又
委
汝
、
常
久
以
嗣
子
頼
元
総
管

領
、
同
年
十
二
月
山
名
氏
消
叛
寇
京
師
、
精
兵
十
萬
防
之
流
血
漂
杵
、
決
勝
於
ー

8
之
中
賊
軍
敗
走
、
，
氏
消
伏
誅
、
常
久
総



あ
り
あ
け
の
つ
き
。

六
四

源源

功
第
一
云
々
、
（
績
群
書
類
従
五
輯
上
細
川
家
系
閾
）

肉
頼
之
父
子
の
文
藻
は
前
記
南
海
行
の
外
新
後
拾
遺
、
風
雅
、
新
千
載
、
新
績
古
今
、
諸
集
に
見
ゅ
、

探
録
せ
ん
に
如
左
、

新
後
拾
逍
十
六
雑
詠
上
の
内

夜
を
深
く
0

の
こ
す
寝
覺
の
枕
こ
て
0

ま
た
消
わ
や
ら
ぬ
0

ま
ざ
の
燈
火
。

寂
し
こ
て
0

又
住
か
ふ
る
0

山
里
も
0

猶
聞
き
詫
ぶ
る
0

軒
の
松
風
3

風
雅
一
五
維
詠
上
の
内

東
雲
の
°
霞
も
ふ
か
き
0

山
の
端
に
残
る
ご
も
な
き
。

新
千
載
入

寄

乃
其
の
詠
草
の
二
三
を

頼頼頼

春春之

朝朝朝

臣臣臣

懲

あ
b
し
夜
の
。
面
影
歿
4
0
月
に
さ
へ
0

涙
く
も
り
て
°
遠
ざ
か
り
ぬ
る
し

其
千
軍
萬
馬
疾
呼
の
間
に
在
て
悠
揚
詠
歌
セ
弄
す
る
の
閑
H
月
に
到
し
て
は
文
武
の
逍
行
く
所
>
、
J

し
て
佳
な
ら
ざ
る
な
く
所
謂

優
に
や
さ
し
き
武
夫
こ
し
て
推
奨
に
値
す
る
を
知
る
べ
し
、
惜
哉
正
儀
公
の
文
藻
の
遺
編
に
微
す
べ
き
無
き
セ
。

延
元
元
年
以
後
、
楠
木
氏
到
細
川
氏
間
兵
馬
験
聘
の
概
要
は
、
各
其
第
一
線
に
立
ち
て
接
衝
せ
し
は
、
延
元
元
年
五
月
廿
五
日

湊
川
戦
(
弔
の
細
川
定
祠
ヽ
正
平
二
年
九
月
富
田
林
戦
争
の
細
川
頴
氏
あ

b‘

正
平
四
年
正
月
五
日
四
條
縄
手
の
細
川
頼
春
ヽ
同

頼
之
の
嘗
面
の
敵
た
る
こ
、
正
平
七
年
一
二
月
男
山
攻
園
軍
に
顕
氏
、
頼
之
、
各
部
将
こ
し
て
封
陣
し
、
而
し
て
同
月
廿
四

H
の

激
戦
に
顕
氏
負
傷
し
鈴
め
に
七
月
五
日
終
に
死
歿
す
る
の
不
幸
を
見
る
に
至
る
、

其
他
特
に
吾
人
に
北
朝
軍
の
為
め
に
悲
痛
を
戚
せ
し
も
の
は
、
正
平
七
年
閏
二
月
二
十
日
正
俵
公
の
義
詮
に
奇
襲
を
試
み
た
る

月

源



六
五

際
、
頼
之
の
父
頼
春
を
斬
り
た
る
一
事
に
し
て
、
宵
に
公
の
手
兵
の
殊
動
た
り
し
一
事
た

b
、
.

如
上
敷
度
の
戦
陣
に
於
て
矢
石
の
間
に
相
見
へ
、
其
の
勝
敗
の
如
き
は
之
を
天
に
付
典
し
、
双
方
能
（
武
士
的
情
意
投
合
を
遂

げ
、
共
通
的
に
其
忠
賓
勇
武
に
戚
学
す
る
の
結
果
こ
し
て
、
一
旦
握
手
談
笑
す
る
に
裳
つ
て
は
、
公
に
在
て
は
、
父
兄
叔
佳
の
―

仇
敵
を
も
相
忘
れ
、
頼
之
1

在
て
も
、
其
父
頼
春
、
伯
父
消
氏
の
死
セ
懐
は
す
、
翻
然
私
梢
を
郷
つ
て
公
に
殉
じ
、
交
互
に
父

兄
戦
歿
の
愁
に
瀧
ぐ
の
涙
は
、
専
念
皇
室
を
思
ふ
の
血
涙
マ
J

化
し
、
雨
雄
私
的
の
悲
衷
は
、
條
忽
國
家
的
の
慟
哭
マ
J

褪
じ
、
以

て
幾
度
乎
講
和
↓
笠
謀
る
の
努
力
は
、
双
方
識
仮
の
徒
の
露
め
に
排
斥
せ
ら
る
＞
の
不
幸
セ
見
る
に
至
れ
り
、
頼
之
由
末
北
朝
臣

僚
中
出
色
の
意
見
を
懐
抱
し
南
朝
の
天
子
を
以
て
正
統
マ
J

栄
め
、
三
種
肺
器
の
御
蹄
座
を
祈
念
す
る
の
深
き
併
せ
て
南
帝
の
震

襟
-
ぜ
安
ん
じ
奉
ら
ん
の
願
y
J

、
生
民
の
塗
炭
を
救
ふ
の
至
願
を
以
て
幾
度
か
歎
を
公
に
通
じ
て
切
々
の
思
ひ
セ
致
さ
る
、
其
一

旦
握
手
し
心
鏡
濶
然
た
る
に
及
ん
で
は
、
一
貼
の
私
心
の
其
憲
蛋
に
映
す
る
無
く
、
元
之
れ
私
的
恩
怨
上
よ
り
之
を
見
れ
ば
、

賓
に
雙
方
共
に
父
仇

Jゞ

し
て
不
倶
戴
天
の
敵
た
る
に
も
拘
は
ら
す
、
頼
之
の
公
を
待
っ
極
め
て
懇
到
に
、
深
切
に
、
忠
賓
に
、

殊
に
恰
安
セ
典
へ
て
武
士
的
情
憤
に
厚
き
、
又
、
北
へ
温
籍
た
る
態
度
の
如
何
に
明
快
に
し
て
隔
意
無
く
、
寛
裕
に
し
て
同
情
あ

る
、
想
ふ
に
應
に
或
時
は
、
父
右
陣
亡
の
悲
哀
を
物
語
り
、
又
或
時
は
、
互
ひ
に
風
樹
の
歎
に
沈
み
、
頼
春
は
四
十
九
歳
、
大

楠
公
は
四
十
三
歳
、
何
れ
も
所
天
の
総
め
に

P
を
戦
場
に
委
し
た
る
逍
兒
二
人
が
握
手
し
て
荘
に
歓
昭
す
る
の
奇
緑
を
語
る
等

六
百
年
後
の
今
H
宛
然
之
を

H
賭
す
る
の
威
あ
ら
し
む
、
嗚
呼
人
の
相
知
る
は
其
心
を
相
知
る
を
術
ぶ
、
而
し
て
其
相
識
る
の

矢
石
の
間
に
於
て
す
る
に
至
て
は
玉
天
下
之
い
よ
り
神
亜
な
る
は
あ
ら
ざ
る
也
ぶ
寧
し
其
相
知
る
の
深
く
し
て
厚
ぎ
天
下
登
に
雨

雄
に
如
く
も
の
あ
ら
ん
哉
、
而
し
て
其
期
す
る
所
は
、
治
國
安
民
の
前
途
マ
J

、
皇
室
の
御
安
座

Jゞ

を
圃
る
に
在
b
、
後
世
の
史

家
が
公
の
遅
重
<
J

術
敷
多
き
を
見
て
（
不
似
父
兄
）
（
心
少
し
く
緩
ひ
た
る
人
）
ご
嘲
り
、
現
代
の
史
家
は
字
不
可
解
の
人
）
（
疑
問

の
人
）
（
謎
の
人
）
（
不
思
議
人
物
）
Y
J

罵
る
も
の
あ
り
、
腐
偏
俗
士
登
能
解
俊
傑
之
心
串
、
水
戸
の
偉
人
東
湖
先
生
は
史
上
朋
白



に
（
正
儀
叛
）
こ
書
し
、
大
日
本
史
は
赤
松
氏
範
＂
石
塔
頼
房
、
細
川
消
氏
と
伍
せ
し
む
、
之
れ
公
を
以
て
反
覆
無
常
の
頼
房
等

マJ
同
一
視
す
る
は
其
意
を
解
す
る
に
苦
し
む
、
夫
れ
雨
朝
の
勢
力
範
園
は
、
延
元
正
平
の
時
代
を
以
て
元
中
の
時
代
を
律
す
べ

か
ら
す
、
元
中
亦
寛
正
の
時
代
こ
異
な
れ
り
、
公
の
臨
終
の
追
言
側
々
動
人
の
概
あ
り
、
一
旦
講
和
成
り
、
雨
統
更
立
の
約
を

流
へ
荘
に
始
め
て
禁
裡
を
胃
し
て
神
器
を
牧
め
奉
る
の
不
群
事
あ
り
、
延
元
の
役
、
素
よ

b
pセ
原
野
に
暴
す
る
を
以
て
至
賞

こ
な
す
、
四
條
畷
の
役
、
亦
敵
情
を
制
す
る
上
に
於
て
一
死
以
て
之
に
堂
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
、
而
し
て
元
中
の
時
一
且
和
を
な

す
を
以
て
至
嘗
ご
な
す
、
而
し
て
一
朝
其
約
を
無
み
す
る
に
至
て
は
決
然
再
起
義
セ
天
下
に
唱
へ
、
十
六
年
間
南
紀
の
騒
飢
あ

b
、
之
れ
所
謂
大
丈
夫
の
心
事
の
公
朋
正
大
、
時
ゞ
）
共
に
推
移
し
、
世
マ
J

泊
長
す
、
推
移
消
長
賞
に
時
勢
之
セ
し
て
然
ら
し
む

公
の
櫂
謀
固
よ
り
一
時
耳
、
子
孫
の
奮
起
亦
固
よ
り
一
時
耳
、
蹄
す
る
所
の
も
の
は
清
世
利
民
の
一
途
而
已
、
雨
雄
締
契
の
骨

子
狡
奴
之
れ
が
礎
改
を
敢
て
し
、
篤
め
に
紹
代
の
不
詳
事
セ
惹
起
せ
し
も
、
皇
統
連
綿
以
て
我
國
憫
を
無
窮
に
偲
ふ
る
の
一
事

は
、
其
動
功
や
繋
つ
て
公
の
一
家
に
在
b
、
夫
の
茶
山
先
生
の
楠
公
墓
下
作
引
中
（
前
界
、
尊
氏
之
立
光
明
帝
、
楠
公
及
諸
膳
成

之
也
、
山
是
観
之
、
皇
統
之
綿
々
諸
将
賓
有
施
此
焉
、
則
諸
膳
不
獨
南
朝
之
節
臣
、
亦
皇
統
之
忠
臣
也
、
云
々
）

且
夫
、
事
の
成
る
や
、
盤
人
事
待
天
命
、
雨
雄
相
知
相
援
く
る
の
結
果
、
同
明
相
照
し
同
氣
相
求
め
、
努
力
如
此
‘
貢
献
如
此

く
し
て
而
か
も
猶
事
の
就
ら
ざ
る
は
、
天
命
の
時
の
不
利
に
蹄
す
る
耳
、
後
世
學
者
公
の
知
徳
の
不
足
を
資
め
頼
之
の
岱
め
に

賣
ら
れ
た
り
こ
の
非
難
あ
る
も
、
而
か
も
欺
く
に
其
逍
を
以
て
す
其
責
た
る
公
の
徳
の
関
す
る
所
に
あ
ら
す
、
唯
長
天
に
琥
泣

せ
ん
耳
、
公
の
一
兒
正
元
既
に
刑
場
の
露
ご
消
ゆ
、
同
族
十
七
人
犠
牲
ご
為
る
、
一
兒
正
勝
終
始
南
帝
の
為
め
翌
し
て
南
國
皇

胤
の
主
謀
者
た
り
、
十
津
川
に
逝
く
、
其
裔
光
正
、
正
秀
、
雅
築
之
助
、
二
郎
、
正
理
、
正
親
等
公
の
遺
命
に
従
う
て
王
事
に

盤
す
も
の
、
面
し
て
公
の
不
徳
を
責
む
謹
妄
亦
極
ま
れ

b
ご
謂
ふ
べ
し
、
椴
り
に
公
を
し
て
一
家
の
榮
華
を
闘
b
て
蔵
然
累
代

の
仇
敵
に
降
b
て
父
兄
を
辱
し
め
た
り
ご
せ
ん
乎
、
弘
和
の
始
、
國
歩
愈
戴
苦
、
人
情
愈
悪
化
の
時
に
至
っ
て
何
を
苦
し
ん
で

六
六



六
七

順
調
な
る
北
朝
を
去
つ
て
殊
更
に
哀
態
せ
る
南
硼
に
復
蹄
す
る
を
霧
さ
ん
乎
、
身
、
行
宮
に
蹄
順
し
直
ち
に
参
議
に
任
じ
身
を

没
す
る
迄
漁
ら
す
子
々
孫
々
悉
く
節
に
殉
し
て
子
遺
無
き
に
至
る
、
其
本
謀
を
執
b
終
始
如
一
其
異
心
無
さ
を
知
る
べ
き
也
、

況
乎
蹄
順
直
後
平
尾
に
於
て
山
名
氏
消
ご
戦
ひ
、
宗
族
六
人
家
人
百
四
十
人
之
に
殉
せ
し
史
賓
を
見
る
も
、
公
の
心
術
を
疑
ふ

の
餘
地
な
き
を
知
ら
ん
、

行
在
に
於
け
る
公
の
位
地
た
る
、
宛
然
譜
代
兵
櫂
ヤ
擁
せ
る
一
滞
鎮
た
り
、
故
に
弱
小
の
兵
を
騒
つ
て
無
謀
の
攻
伐
を
逢
う
し

動
も
す
れ
ば
國
家
の
顛
敗
を
速
く
の
拙
策
に
封
し
て
は
、
飽
迄
諌
箪
の
勢
に
服
し
て
硼
廷
の
匡
救
に
力
め
ざ
3

．
へ
か
ら
ざ
る
は

勿
論
、
（
従
道
不
順
君
、
従
義
不
従
父
、
人
之
大
行
也
．
）
（
荀
子
子
逍
編
）
の
信
條
に
随
ひ
合
垢
包
羞
辱
身
伏
仁
以
て
臣
子
の
大

道
に
殉
す
る
の
苦
衷
は
、
亦
一
掬
同
俯
の
涙
無
さ
能
は
ざ
る
也
、

山
陽
先
生
評
公
の
言
に

正
儀
之
降
、
横
寒
南
北
之
間
、
宵
存
南
過
北
也
、
南
無
我
無
戦
、
北
有
我
不
敢
妄
南
、
是
正
俵
苦
心
所
存
、
後
人
不
察
妄
以

無
趾
評
之
、
可
謂
不
知
樅
也
、

恭
し
謬
ら
ざ
る
の
批
評
ご
謂
ふ
べ
し
、
但
オ
學
綱
羅
古
今
の
先
生
に
し
て
史
眼
頼
之
Y

ス
の
接
際
に
言
及
無
き
は
逍
械
也
、

父
正
成
、
大
運
セ
恢
廣
し
て
其
莱
卒
ら
す
次
で
大
凱
に
逢
ひ
て
臣
節
に
死
し
、
兄
正
行
は
織
父
業
逍
言
に
従
ふ
て
死
す
、
公
全

誠
セ
棒
げ
て
糾
合
餘
饂
苦
心
経
螢
荀
く
も
生
き
た
り
、
深
謀
遠
應
時
と
消
息
し
、
老
成
沈
思
天
倫
を
築
し
み
、
追
々
流
離
如

乗
如
失
、
南
を
制
す
る
が
如
く
に
し
て
賓
は
北
を
控
し
、
身
、
北
に
役
せ
ら
る
ヽ
が
如
く
に
し
て
宜
は
心
、
南
に
役
せ
ら
れ
、

十
三
年
間
箪
身
虎
狼
り
群
に
入
り
て
畏
怖
の
態
無
く
、
静
か
に
大
勢
を
観
望
し
て
群
小
セ
し
て
吃
も
己
を
舘
制
せ
し
む
の
隙
あ

ら
し
め
す
畜
而
し
て
頼
之
閾
に
就
く
に
及
ん
で
悠
然
京
地
を
去
る
、
是
登
に
追
義
貰
心
肝
、
忠
義
埋
骨
髄
央
に
あ
ら
す
ん
ぱ
硲

す
能
は
ざ
る
也
、



父
祖
累
泄
家
庭
心
理
の
崇
高
森
厳
、
四
園
空
氣
の
消
牡
忠
烈
は
恐
く
は
公
の
代
に
至
b
て
其
家
風
禰
壻
巌
粛
に
赴
含
た
る
を
信

ぜ
す
ん
ば
あ
ら
ざ
る
也
ぶ
嗚
呼
公
也
父
君
陣
歿
の

H
猶
樅
撒
に
在
り
、
二
兄
戦
死
の
年
漸
く
に
し
て
拾
五
オ
爾
後
三
十
四
年
間
曲

折
、
戴
苦
、
熊
心
、
惨
但
、
天
下
の
百
物
皆
造
（
其
心
脆
を
練
磨
す
る
の
端
た
る
に
あ
ら
す
ん
ば
則
其
霙
豪
の
訓
育
を
申
ぬ
る

の
具
た
ら
ざ
る
は
無
く
、
以
是
居
常
身
を
慮
す
る
一
舌
宅
も
忽
諸
の
脆
無
く
、
心
を
造
す
寸
時
等
閑
の
跡
無
く
、
父
兄
の
霊
勢
罷

こ
し
て
朝
夕
公
の
盟
瞼
を
指
示
せ
ら
る
A

も
の
-
A
如
く
、
幾
度
か
死
生
の
攪
を
出
入
し
て
而
も
苦
悩
の
色
無
く
、
行
宮
の
御
安

泰
は
一
に
繋
つ
て
自
己
の
双
肩
に
留
め
て
惰
容
無
く
、
死
を
鴻
毛
の
軽
さ
に
比
す
る
ざ
同
時
に
又
其
重
き
事
泰
山
に
等
し
き
を

顧
念
し
、
忠
誠
の
至
心
を
傾
け
て
終
始
流
る
無
し
、

後
世
史
家
の
公
を
評
す
る
、
箪
に
公
一
身
の
局
面
の
み
の
観
察
に
止
ま
り
て
、
其
心
理
を
憐
摩
す
る
に
過
ぎ
す
、
而
し
て
更
に

一
生
面
を
開
き
て
他
面
若
し
く
は
側
面
の
観
察
に
進
出
す
る
な
く
、
合
糊
澁
滞
疑
念
頻
出
腐
め
に
其
其
面
目
を
把
定
す
る
能
は

0

0

 

す
し
て
終
に
（
不
可
思
議
）
（
謎
）
の
暗
黒
面
に
整
す
る
に
至
る
、
水
戸
儒
者
亦
此
真
相
を
究
明
せ
す
し
て
妄
斯
以
て
叛
臣
の
列
に

骰
く
が
如
き
は
軽
卒
亦
極
夫
、
徒
ら
に
其
外
形
に
の
み
捉
へ
ら
れ
て
、
内
容
の
詮
索
を
忽
諸
に
付
す
る
の
致
す
所
だ

b‘

由
来
北
朝
諸
荊
の
陰
賊
除
狼
な
る
3

同
類
相
害
し
同
氣
相
歿
ひ
た
る
の
貨
例
は
0

夫
の
尊
氏
の
直
義
を
鎌
倉
に
幸
毎
殺
し
0

直
冬

の
限
々
父
こ
戦
ひ
後
直
義
に
俯
頼
し
終
に
義
禍
に
降
り
て
而
も
其
死
然
セ
介
せ
ざ
る
0

足
利
義
嗣
の
（
義
涌
寵
子
）
義
持
の
為
め

に
誅
せ
ら
れ
。
義
数
の
赤
松
滴
祁
の
為
め
に
秋
せ
ら
れ
0

足
利
持
仲
の
宵
兄
持
氏
の
為
め
に
誅
せ
ら
れ
0

高
師
直
、
同
師
泰
、

同
師
冬
の
積
悪
の
怨
府
ご
な
り
て
上
杉
顕
能
、
上
杉
憲
顕
の
扮
め
に
誅
殺
せ
ら
れ
、
持
氏
の
二
子
春
王
、
安
王
の
同
時
に
斬
首

せ
ら
る
A

等
は
其
著
し
き
も
の
た
り
0

如
此
瞼
悲
危
殆
の
十
三
年
間
公
の
恰
然
マ
J

し
て
磐
色
セ
動
か
ざ
す
賊
の
為
め
に
寸
害
を

漿
ら
す
。
又
一
指
を
も
染
め
し
め
ざ
り
し
頼
之
の
盛
意
に
到
し
て
は
之
ヤ
J

戚
謝
す
る
ビ
同
時
に
公
の
威
容
懺
然
マ
J

し
て
此
追
害

侮
辱
を
招
致
せ
ざ

b
し
一
事
は
優
に
公
の
寛
大
温
厚
の
長
者
、
而
も
累
代
の
怨
敵
ご
雖
自
然
に
敬
意
セ
彿
ふ
を
餘
儀
無
（
さ
れ

六
入



曾
文
正
公
日
、
知
レ
足
天
地
寛
、
貪
ぁ
得
宇
宙
膝
こ
、
故
に
古
末
亜
賢
君
子
こ
崇
敬
せ
ら
る
る
も
の
、
皆
足
る
こ
ご
を
知
り
止
ま

る
こ
こ
を
知
る
、
帝
党
富
ん
で
騎
ら
す
貴
う
し
て
舒
ら
す
、
許
由
の
賢
な
る
を
知
b
て
天
下
を
許
由
に
譲
ら
ん
さ
す
、
是
れ
止

ま
る
こ
y
J

を
卸
る
に
あ
ら
す
や
。
許
由
貧
賤
に
安
ん
じ
僻
し
て
受
け
す
、
日
く
「
偶
鶴
巣
ー
ー
於
深
林
↓
不
涵
竺
一
枝
f

恨
鼠
飲
レ

河
。
不
泣
R

ー
一
描
腹
さ
こ
是
れ
亦
足
る
こ
9
J

を
知
る
に
あ
ら
す
や
、
唐
の
張
蘊
古
、
太
宗
文
武
皇
帝
に
大
賓
紙
を
猷
じ
て
云
ふ
有

知

足

の

説

小

六
九 沼

量

平

し
人
格
の
崇
高
な
る
を
證
し
て
餘
り
あ
る
さ
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
す
。

終
り
に
臨
ん
で
余
の
所
編
を
綜
括
的
に
発
表
せ
ん
が
為
め
に
、
平
素
崇
秤
せ
る
小
野
湖
山
翁
の
長
詩
を
朗
吟
せ
ん
、
唯
懺
む
ら

ぐ
は
、
義
公
こ
湖
山
翁
の
時
を
同
ぅ
し
て
生
れ
て
其
議
論
セ
上
下
せ
ら
れ
ざ
る
を
、

讀

楠

氏

記

有

戚

偶

作

長

句

小

野

湖

山

南
技
之
蔭
何
繁
盛
3

五
十
餘
年
護
帝
座
ぶ
品
唯
動
業
冠
中
古
0

其
人
優
露
王
者
佐
ぷ
比
復
子
姪
臣
従
皆
忠
貞
3

求
諸
前
古
森
匹
亜
゜

人
言
正
俵
叛
降
秘
其
宗
°
我
言
此
公
庭
償
出
至
忠
°
乃
父
乃
兄
相
戦
死
c
公
而
亦
死
誰
折
衝
0

三
事
料
敵
勢
0

一
戦
鼓
兵
氣
°
獨
力

足
牧
京
°
幾
回
走
賊
帥
°
風
雲
髪
化
敷
出
奇
。
大
腹
寸
木
能
自
支
°
乃
父
逍
命
公
敢
忘
乃
父
兵
法
公
深
知
0

一
進
一
退
亦
何
常

Q

含
垢
包
羞
真
男
兒

3

史
乗
多
成
賊
臣
手
0

後
人
誰
畑
公
心
悲
°
君
不
見
南
北
議
和
統
則
更
立
纏
則
父
子
°
此
公
営
日
不
死
之
功
至

此
顕
然
耳
0

嗚
呼
此
公
堂
H
不
死
之
功
至
此
顕
然
耳
c
登
有
河
内
公
之
子
帯
刀
公
之
弟
而
為
叛
降
之
士
。


